
　新入学生 保護者各位

佐賀県立唐津南高等学校
ＰＴＡ会長 伊東　和美
同窓会会長 大場　芳博
校　　　長 岡本竜太郎

生産技術科

納入月 ①入学手数料 ②ＰＴＡ会費 ③部活動振興費 ④生徒会費 ⑤修学旅行積立金
⑥教材費等
一括納付金

納入額合計
（①～⑦合計）

４月 5,550 550 1,600 550 2,700 26,050 37,000
５月 550 1,600 550 7,300 8,000 18,000
６月 550 1,600 550 7,300 8,000 18,000
７月 550 1,600 550 7,300 8,000 18,000
８月 550 1,600 550 7,300 8,000 18,000
９月 550 1,600 550 7,300 8,000 18,000
10月 550 1,600 550 7,300 10,000
11月 550 1,600 550 7,300 10,000
12月 550 1,600 550 7,300 10,000
１月 550 1,600 550 7,300 10,000
２月 550 1,600 550 7,300 10,000
３月 550 1,600 550 7,300 10,000
計 5,550 6,600 19,200 6,600 83,000 66,050 187,000

徴収主体 佐賀県 ＰＴＡ ＰＴＡ 学校 学校 学校

食品流通科

納入月 ①入学手数料 ②ＰＴＡ会費 ③部活動振興費 ④生徒会費 ⑤修学旅行積立金
⑥教材費等
一括納付金

納入額合計
（①～⑦合計）

４月 5,550 550 1,600 550 2,700 29,050 40,000
５月 550 1,600 550 7,300 8,000 18,000
６月 550 1,600 550 7,300 8,000 18,000
７月 550 1,600 550 7,300 8,000 18,000
８月 550 1,600 550 7,300 8,000 18,000
９月 550 1,600 550 7,300 8,000 18,000
10月 550 1,600 550 7,300 10,000
11月 550 1,600 550 7,300 10,000
12月 550 1,600 550 7,300 10,000
１月 550 1,600 550 7,300 10,000
２月 550 1,600 550 7,300 10,000
３月 550 1,600 550 7,300 10,000
計 5,550 6,600 19,200 6,600 83,000 69,050 190,000

徴収主体 佐賀県 ＰＴＡ ＰＴＡ 学校 学校 学校

生活教養科

納入月 ①入学手数料 ②ＰＴＡ会費 ③部活動振興費 ④生徒会費 ⑤修学旅行積立金
⑥教材費等
一括納付金

納入額合計
（①～⑦合計）

４月 5,550 550 1,600 550 2,700 43,050 54,000
５月 550 1,600 550 7,300 8,000 18,000
６月 550 1,600 550 7,300 8,000 18,000
７月 550 1,600 550 7,300 8,000 18,000
８月 550 1,600 550 7,300 8,000 18,000
９月 550 1,600 550 7,300 8,000 18,000
10月 550 1,600 550 7,300 10,000
11月 550 1,600 550 7,300 10,000
12月 550 1,600 550 7,300 10,000
１月 550 1,600 550 7,300 10,000
２月 550 1,600 550 7,300 10,000
３月 550 1,600 550 7,300 10,000
計 5,550 6,600 19,200 6,600 83,000 83,050 204,000

徴収主体 佐賀県 ＰＴＡ ＰＴＡ 学校 学校 学校

(1) 教材費等一括納付金の内訳については、裏面のとおりです。
(2) ５月分からの口座振替の際には、口座振替手数料（1回55円）がかかります。

(3) 上表には授業料は含まれていません。授業料納付対象者は授業料とあわせて引き落とされます。

 ※ ご不明な点がありましたら、事務室までお尋ねください。　TEL　0955-72-4123

重　要
令和８年３月１２日

令和８年度　第１学年保護者納付金について（お知らせ）

春暖の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
　さて、令和８年度の保護者納付金につきましては下記のとおりです。毎月１０日に口座振替により納入してい
ただきますので、ご協力くださいますようお願いいたします。なお、徴収主体がＰＴＡとなっているものについ
ては、ＰＴＡ総会で正式な決定となります。
　また、４月分は入学式当日に現金で納付となっております。出費多端の折とは存じますが、よろしくお願い
いたします。

記


